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ルート：アソマダ－サオミゲル 

 
サオミゲルへの分岐点付近 

 
アソマダ市の中心部から 8km の地点 

  
サオミゲルの手前 10km の地点 

 
アソマダへの分岐点付近 

環境面の概況: 
2009 年末に全ての道路がアスファルト舗装された。いくつかの村落が道路沿いに点在し、複数の建物が

道路に近接している。現状では非自発的住民移転は想定されない。地域住民の住宅へのアクセスの確保、

道路の迂回路の設置を含む、工事中に生じる一時的な住民の不便を緩和する策を講じる必要がある。 

 

ルート：サオミゲル－タラファル 

 
カリエタ市の中心街 

 
道路沿いの風景 

  
道路沿いの風景 

 
タラファルの手前 20km の地点 

環境面の概況: 
道路は全て石畳である。いくつかの村落が道路沿いに点在し、複数の建物が道路に近接している。現状

では非自発的住民移転は想定されない。地域住民の住宅へのアクセスの確保、道路の迂回路の設置を含む、

工事中に生じる一時的な住民の不便を緩和する策を講じる必要がある。 
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6.6 環境影響 

6.6.1 想定される正の影響 

事業により想定される正の影響及び正の影響を最大化するための方策を次表 6.6-1 に示す。 

 

表 6.6-1：想定される正の影響 

正の影響 正の影響を最大化するための方策 

日当たりの上水の供給量の向上（m3/日） 上水道利用に関する住民意識の向上活動 

上水の水質の向上 上水道利用に関する住民意識の向上活動 

上水アクセス人口の向上（人） 上水道利用に関する住民意識の向上活動 

日当たりの上水サービス時間の向上（時/日） 環境及び生活の質に関する住民意識の向上活動 

水道料金徴収額の向上/無収水率の削減 （CVE/月、

年） 
無収水の改善活動及び節水に関する住民意識の向

上活動等  

世帯ごとの水因性疾病にかかる医療費の削減 
（CVE/月、年） 公衆衛生に関する住民意識の向上活動 

水汲みに要する労働コストの削減 （CVE/月、年） 女性の地位向上（雇用等）に関する活動 

出所:JICA 調査団 

 

6.6.2 想定される負の影響 

詳細設計（D/D）が現時点では完了していないため、事業内容については不確定な部分も

あるものの、国際協力銀行ガイドラインの環境チェックリスト及びカーボヴェルデ政府の関

連する法令に基づき、想定される負の影響を検討する。 

現状想定される環境影響については、それぞれの郡において類似しているため、特に郡ご

とに個別の評価は必要ないと考えられる。その上で、次項のリストについては、事業の結果

として予想される影響を特定するものであり、それには、社会経済的及び公衆衛生的な影響

も含まれる。 

 

(1) JBIC 環境チェックリスト 

環境面で特に配慮が必要な項目ごとに想定される事業が環境に及ぼす影響について、次項

の JBIC 環境チェックリストに示す。 
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JBIC 環境チェックリスト: 上水道整備事業 

分類 環境項目 主なチェック項目 環境配慮確認結果 

(1) EIAおよび環

境許認可 

① 環境影響評価報告書（EIAレポート)等は作成済みか。 

② EIAレポート等は当該国政府により承認されているか。 

③ EIAレポート等の承認は無条件か。付帯条件がある場合は、

その条件は満たされるか。 

④ 上記以外に、必要な場合には現地の所管官庁からの環境に

関する許認可は取得済みか。 

1. 許認可・説明 

(2) 地域住民への

説明 

① プロジェクトの内容および影響について、情報公開を含め

て地域住民に適切な説明を行い、理解を得るか。 

② 住民および所管官庁からのコメントに対して適切に対応さ

れるか。 

以下の官報 Decree-Law No.29/2006の Annex-Iに記載の EIA
が必要な事業に従い、本調査の終了後、カーボヴェルデ政府

により EIA 調査が実施される。 
 
第 18 集水・浄水・送水に係る事業 

（CAE - CV - Section E - Division 41） 
a) 水路・配管等の整備及びルート変更に係る工事 
b) 貯水槽及び貯水施設の設置工 
c) 脱塩水及び非脱塩水の集水・浄水・送水に係る事業 

 
第 20 工事一般 

（CAE - CV - Section F - Division 45） 
d) 現場事務所の設置 

 
具体的な EIA の手続き及び手続きに必要な項目については、

官報 Decree-Law No.29/2006 に記載されている。 

(1) 大気質 

① 消毒用塩素の貯蔵設備、注入設備からの塩素による大気汚

染はないか。作業環境における塩素は当該国の労働安全基

準を満足するか。 

大気質への影響は特に想定されない。 

(2) 水質 

① 施設稼働に伴って発生する排水のSS、BOD、COD、pH等

の項目は当該国の排水基準を満足するか。 

既存海水淡水化プラントの RO 膜は、苛性ソーダ溶液を用い

て洗浄されている。現状、洗浄後の廃液については直接海に

放流されているが、苛性ソーダは劇物であるため、大量に使

用する場合、適切な管理の下、廃棄する必要がある。 

(3) 廃棄物 

① 施設稼働に伴って発生する汚泥等の廃棄物は当該国の基準

に従って適切に処理・処分されるか。 

廃棄物の処分場について、工事着工までに特定する必要あ

り。また、処分後の廃棄物については、汚染を広げないよう、

風雨から防護する対策につき配慮しなくてはならない。 

(4) 騒音・振動 

① ポンプ施設等からの騒音・振動は当該国の基準を満足する

か。 

脱塩プラント施設及びポンプ施設の建設用地については、市

街地及び観光地区を避けて選定する必要がある。 

騒音・振動による影響は極めて限定的である。 

2. 汚染対策 

(5) 地盤沈下 ① 大量の地下水汲み上げを行う場合、地盤沈下は生じないか。 地盤沈下は想定されない。 
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分類 環境項目 主なチェック項目 環境配慮確認結果 

(1) 保護区 

① サイトは当該国の法律・国際条約等に定められた保護区内

に立地していないか。プロジェクトが保護区に影響を与え

ないか。 

保護区等への影響は特に想定されない。 

3. 自然環境 

(2) 生態系 

① サイトは原生林、熱帯の自然林、生態学的に重要な生息地

（珊瑚礁、マングローブ湿地、干潟等）を含まないか。 

② サイトは当該国の法律・国際条約等で保護が必要とされる

貴重種の生息地を含まないか。 

③ 生態系への重大な影響が懸念される場合、生態系への影響

を減らす対策はなされるか。 

④ プロジェクトによる取水（地表水、地下水）が、河川等の

水域環境に影響を及ぼさないか。水生生物等への影響を減

らす対策はなされるか。 

脱塩後の濃縮塩水の排水による海

洋生態系への影響は限定的である

と想定される。 
 
洗浄液として苛性ソーダを大量に

使用する場合、廃液を適切な管理

の下、廃棄する必要がある。 

(1) 住民移転 

① プロジェクトの実施に伴い非自発的住民移転は生じない

か。生じる場合は、移転による影響を最小限とする努力が

なされるか。 

② 移転する住民に対し、移転前に移転・補償に関する適切な

説明が行われるか。 

③ 住民移転のための調査がなされ、正当な補償、移転後の生

活基盤の回復を含む移転計画が立てられるか。 

④ 移転住民のうち特に女性､子供､老人､貧困層､少数民族・先

住民族等の社会的弱者に適切な配慮がなされた計画か。 

⑤ 移転住民について移転前の合意は得られるか。 

⑥ 住民移転を適切に実施するための体制は整えられるか。十

分な実施能力と予算措置が講じられるか。 

⑦ 移転による影響のモニタリングが計画されるか。 

現状では非自発的住民移転は生じない見込み。 

公共インフラに係るサービスの向上が見込まれる地域にお

いて、人口の増加による非計画的な土地の占拠と利用を予防

するため、事業スケジュール、事業サイト等を含む事業に係

る情報を地域の住民に適切に公開すると共に、行政による土

地利用に係る管理を強化する必要がある。 
4. 社会環境 

(2) 生活・生計 

① プロジェクトによる住民の生活への悪影響はないか。必要

な場合は影響を緩和する配慮が行われるか。 

② プロジェクトによる取水（地表水、地下水）が、既存の水

利用、水域利用に影響を及ぼさないか。 

新規のサービスに基づく上水道料金の値上げによる社会的

な影響を防ぐため、政府補助金の適用等の社会福祉的なプロ

グラムが必要である。 
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分類 環境項目 主なチェック項目 環境配慮確認結果 

(3) 文化遺産 

① プロジェクトにより、考古学的、歴史的、文化的、宗教的

に貴重な遺産、史跡等を損なわないか。また、当該国の国

内法上定められた措置が考慮されるか。 

文化遺産への影響は特に想定されない。 

(4) 景観 

① 特に配慮すべき景観への悪影響はないか。必要な対策は取

られるか。 

脱塩プラント施設及びポンプ施設の建設用地については、市

街地及び観光地区を避けて選定する必要がある。 

景観への影響は極めて限定的である。 

(5) 少数民族 

先住民族 

① 当該国の少数民族、先住民族の権利に関する法律が守られ

るか。 

② 少数民族、先住民族の文化、生活様式への影響を軽減する

配慮がなされるか。 

上水道料金の設定に当たっては、貧困層等に配慮が必要であ

る。 

5. その他 
(1) 工事中の影響 

① 工事中の汚染（騒音、振動、濁水、粉塵、排ガス、廃棄物

等）に対して緩和策が用意されるか。 

② 工事により自然環境（生態系）に悪影響を及ぼさないか。

また、影響に対する緩和策が用意されるか。 

③ 工事により社会環境に悪影響を及ぼさないか。また、影響

に対する緩和策が用意されるか。 

④ 必要に応じ、作業員等のプロジェクト関係者に対して安全

教育（交通安全・公衆衛生等）を行うか。 

工事期間中の一時的な住民の不便を以下の対策により緩和

する必要がある。 

・ 工期に係る必要な情報の

開示 

・ （施工業者の）工事契約書

における安全管理・保全に

係る対策の義務化 

・ 家屋へのアクセス及び迂

回路の確保 

工事中の一時的な環境汚染を以下の対策により緩和する必

要がある。 

・ 残土や工事廃棄物の不適当な投棄を防止するため、処分

場について、工事着工までに特定すると共に、汚染を広

げないよう、廃棄物を風雨から防護する対策につき配慮

しなくてはならない。 

土採り場による環境影響を以下の対策により緩和する必要

がある。 

・ 土採り場の場所について地域住民及び所轄機関の合意を

得ること 

・ （農業）作物の移植、地均し等の原状回復工事を工事に

含めること 
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分類 環境項目 主なチェック項目 環境配慮確認結果 

・ 工事車両の仮設道路の通行による汚染を防止すること 

・ 工事着工前に取り付き道路を特定すること 

(2) モニタリング 

① 上記の環境項目のうち、影響が考えられる項目に対して、

事業者のモニタリングが計画・実施されるか。 

② 当該計画の項目、方法、頻度等は適切なものと判断される

か。 

③ 事業者のモニタリング体制（組織、人員、機材、予算等と

それらの継続性）は確立されるか。 

④ 事業者から所管官庁等への報告の方法、頻度等は規定され

ているか。 

官報 2006 年第 29 条において、事業実施者（プロジェクトオ

ーナー）の責任の下、EIA 承認時の条件に基づくモニタリン

グの実施と EIA 承認機関への定期的なモニタリングレポー

トの提出が義務付けられている。 

6. 留意点 
環境チェックリス

ト使用上の注意 

① 必要な場合には、越境または地球規模の環境問題への影響

も確認する。（廃棄物の越境処理、酸性雨、オゾン層破壊、

地球温暖化の問題に係る要素が考えられる場合等） 

特に想定されない。 

注 1： 表中「当該国の基準」については、国際的に認められた基準と比較して著しい乖離がある場合には、必要に応じ対応策を検討する。 

当該国において現在規制が確立されていない項目については、当該国以外（日本における経験も含めて）の適切な基準との比較により検討を行う。 

注 2： 環境チェックリストはあくまでも標準的な環境チェック項目を示したものであり、事業および地域の特性によっては、項目の削除または追加を行う必要が

ある。 
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(2) 施工段階 

1) 用地取得： 

用地取得には、海水淡水化プラント、貯水池、ポンプ場及び管渠の整備に必要な土地

の購入等が含まれる。特に農地や森林など、環境面の利害関係が生じる場合、用地取得

による環境及び地域財産への影響が生じる。また、用地取得は観光資源及び観光開発面

にも影響を及ぼす場合がある。本調査で検討を行うサブ・プロジェクトについては、大

規模な用地取得は想定されないものの、一定の用地取得が発生する可能性がある。  

2) 住民移転： 

上述の用地取得と併せ、大規模な住民移転は可能な限り避けなければならない。一方、

管渠等の施工を行う際においては、道路境界線（RoW）を遵守しつつ施工を進める必要

がある。場合によっては、道路境界線が既存建物に近接もしくは接していることもあり

得る。  

3) 建設資材の採取及び貯留： 

これには、工事用資材（砂利等）の採取、もしくは特に管渠の埋設工事を行う際に工

事現場から発生する残土置場等が含まれる。不法な方法による不適切な資材の採取、も

しくは保護地域における資材の採取は環境、観光資源、及び地域住民の生活に重大な影

響を及ぼし得る。併せて同様に環境に負の影響を及ぼす汚染源として、工事現場から発

生する残土の不適切な貯留が挙げられる。  

4) 切土・盛土・コンクリート工事： 

これには、貯水槽や大規模な貯水池等の施設建設に係るコンクリート工事、基礎や管

渠等の掘削工事に等が含まれる。主な環境面の影響として想定されるのは、切土・盛土

及びコンクリートの打設や 不適切な資材の貯留等の工事に関連する活動が及ぼす地域

の地下水汚染に係る影響である。 

5) 資機材の運搬： 

これには、コンクリート、配管等の資材、また建設機材など全ての建設資機材の運搬

が含まれる。一時的な環境面の影響として、騒音や粉塵の問題が挙げられる。 
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(3) 運用段階 

1) 上水供給量の増加に伴い想定される一般的な問題： 

 塩素その他の化学薬品及び有害な廃棄物の取り扱いに係る上水道関連施設で働く従業

員への研修不足により生じる労働災害などの危険性が増す可能性がある。 

 上水道のアクセス改善により上水道の整備されていない地域の住民からの羨望を受け

ることがある。その結果、計画性のない建築行為や移住に繋がる場合があり、社会的

な問題や下水施設の容量を超えることにより生じる環境や土壌の汚染の原因に発展す

る場合がある。  

 料金回収を目的とした水道事業者による上水道料金の上昇、上水道サービスの向上に

伴う周辺地価、家賃の上昇などの物価の上昇が生じる場合がある。その結果、貧困層

の近代的なサービスへのアクセスを妨げてしまう場合がある。 

 

2) 海水淡水化プラント： 

施設の更新、維持管理、薬剤の投与、排水の管理について、想定される影響は以下の

とおり。 

 排水による汚染 

海水淡水化プラントからの排水には、高濃度の塩分、ミネラル分が含まれる。施設の

設計、運転方法が不適切である場合、排水が海洋汚染の原因となる可能性がある。 

 薬品、固形・液体廃棄物 

海水淡水化プラントの運用段階では、RO 膜のカートリッジ等の固形廃棄物が発生する。

他方、これらの膜の材料には、有害な物質や有毒な液体等は特に含まれていない。こ

れらは、廃棄時に適切な処分場に廃棄されれば、重大な環境汚染の原因とはならない。

塩素のような高濃度の劇物液は、上水を殺菌する段階で用いられ、不適切な取り扱い

を行うと、重大な環境汚染の原因となる可能性がある。除草剤や殺虫剤等の使用は特

に想定されない。 

 近隣への影響 

海水淡水化プラントでは通常の運転に伴う騒音が発生し、建設用地の選定が不適切な

場合や、植栽や他の方法による騒音対策が不十分な場合は、近隣の住宅環境に影響を

及ぼし得る。  
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6.7 事業対象郡ごとに配慮すべき事項 

事業対象となっている郡における本事業の海水淡水化プラント及び送水施設の建設に伴う

サイトごとの具体的な環境影響については、カーボヴェルデ共和国政府によって行われる環

境影響評価（EIA）によって、検討・評価される。初期環境影響評価（IEE）の段階において

は、本調査期間中の 2010 年 5 月に地域の環境管理に関わるステークホルダーを交え、プライ

ア市で開催した「郡環境問題協議会（Inter-municipal Meeting for Environmental issues）」の協

議結果に基づき、一般的に想定される影響について評価を行った。同協議会のメンバーとし

ては、環境総局（DGA）の他、観光・投資・エネルギー省（MTIE）、各郡の SAAS 及び郡役

所の代表者が出席した。協議の結果、一般的な環境管理の方策については、各郡が策定する

郡開発計画（Municipality Development plan: PDM）及びそれに含まれる郡環境管理計画

（Municipality Environmental Plan）に記載されていることから、事業と環境との調和を図るた

めには、案件形成、IEE 及び EIA を通じ、まずは同計画を参照すべきである、との結論を得

た。  

 

6.7.1 郡環境管理計画（Municipality Environmental plan） 

各郡の郡開発計画（Municipality Development plan: PDM）に記載されたそれぞれの郡におい

て考慮に入れるべき環境管理の方策については以下のとおり。 

 

表 6.7-1：郡環境管理計画に示された環境管理の方策 

郡 考慮に入れるべき環境管理の方策 

タラファル 

出所：Plano de Actividades E Orcamento Pam Tarrafal De Santiago – 2010
（サンチャゴ島タラファル郡活動計画・予算書） 
 
本計画書には、特に環境管理の方策に係る内容は含まれていない。 
しかしながら、タラファル市のビーチエリアについては、ウミガメの産卵地と

して知られており、市の保護地域となっている。 
特に西側の海岸地域における建設行為は避ける必要がある。 
タラファル郡には国立公園に指定されたセラ・マラゲータ自然公園の一部が含

まれる。 

サオミゲル 

出所：Relatorio de Ordenamento/Volume III/ Plano Director Municipal de 
Sao Miguel（サオミゲル郡マスタープラン／計画書／第 3 巻） 
 
海岸地域に位置する複数のビーチはウミガメの産卵地として知られている（カ

リエタ）。 
ビーチエリアにおける建設行為は避ける必要がある。 
さらに、50% を超えるセラ・マラゲータ自然公園はサオミゲル郡に属している。

同公園は重要な保護地域に指定されており、建設行為は避ける必要がある。 
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ｻｵｻﾙﾊﾞﾄﾞｰﾙドﾑﾝﾄﾞ 

出所：Plano Ambiental Municipal De Sao Salvador Do Mundo（ｻｵｻﾙﾊﾞﾄﾞｰﾙ

ドﾑﾝﾄﾞ郡環境計画） 
 
ｻｵｻﾙﾊﾞﾄﾞｰﾙﾄﾞﾑﾝﾄﾞ郡はサンチャゴ島の中でも最大の森林資源を有し、1975 年の

独立後から様々な植林計画を実施している。森林は土壌流出や水源の保護に資

するものである。 
よって、事業については、森林地域を避けて計画されることが望ましい。 

サンタクルス 関連資料等なし。 

サオドミンゴス 

出所：Plano Ambiental Municipal De Sao Domingos – 2004（サオドミンゴ

ス郡環境計画） 
 
Rui Vaz 及び Curralinho の森林地域は、固有の生物多様性を有する。 
当該地域は、複数の絶滅危惧種に指定された植物、灌木の繁殖地域となってい

ることから、保護する必要がある。 

プライア 

出所：Plano Ambiental Municipal Da Praia – 2003（プライア郡環境計画） 
 
プライア郡の海岸地域には、ウミガメの産卵地となっているビーチが含まれて

いる（サンフランシスコ）。またこれらのビーチエリアは観光のための総合観光

開発地区（ZDTI）に指定され、保護されている。 
これらの地域における建設行為は避ける必要がある。 

リベイラグランデ 

出 所 ： Plano Ambiental Municipal/RGS - Projectos, Actividades e 
Orcamento – 2010（リベイラグランデ郡環境計画／活動・計画・予算書） 
 
本計画書には、特に環境管理の方策に係る内容は含まれていない。 
他方、リベイラグランデ郡にはユネスコの世界文化遺産に指定された Cidade 
Velha の歴史地区が存在する。 
同歴史地区の要塞、旧市街地、教会等が世界文化遺産に含まれており、新たな

建設行為を行う際はこれらの地域を十分に考慮に入れる必要がある。 

ｻｵﾛﾚﾝｿﾄﾞｽｵﾙｶﾞｵｽ 

出所：Plano Ambiental Municipal - Sao Lourenco Dos Orgaos（ｻｵﾛﾚﾝｿﾄﾞｽｵ

ﾙｶﾞｵｽ郡環境計画） 
 
Pico de Antonia の森林地域は自然公園として認識されており、 Poilao という名

前の絶滅危惧種に指定された植物が繁殖しており、同植物は Garca Vermelha 
de Santiago という名前の絶滅危惧種の鳥類の繁殖地にもなっている。 
Pico de Antonia の森林地域における建設行為は避ける必要がある。 

サンタカタリーナ 

出所：Santa Catarina, CAP.II Caracterizacao Geral Do Municipio（サンタカ

タリーナ 郡の特徴／第 3 章）  
 
アソマダ市が含まれるサンタカタリーナ郡には、保護地域に指定されたセラ・

マラゲータ自然公園の一部が含まれる。 
セラ・マラゲータ自然公園森林資源は、地域の動植物の生態系の維持に欠かせ

ないものである。 
同地域における建設行為は避ける必要がある。 

出所:JICA 調査団 

 

6.8 代替案及び緩和策 

6.8.1 代替案の検討 

事業が環境社会配慮面に及ぼす潜在的な脅威と影響に対し、代替案と緩和策を検討する必

要がある。一般的には、緩和策に先立ち、影響を避けるために必要な代替案を検討すること
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が提言される。 

タラファル周辺のウミガメの産卵地及び観光資源として保護されているビーチを考えた場

合、海水淡水化プラントの建設に伴う用地は、反対の東側の海岸に確保することが提言され

る。その場合は、タラファルのウミガメの産卵地及び観光資源に対し、事業の影響が及ぶこ

とはない。 

CAIS の枠組みにおける海水淡水化プラントの整備事業においては、サオミゲル郡のカリエ

タ市の近郊に建設用地が確保されている。しかしながら、既に用地に近接してホテルの建設

が進んでいる。 仮にカーボヴェルデ共和国政府の同意の下、かかる用地に本事業の新規海水

淡水化プラントの建設が行われる場合は、EIA 調査の中で地方行政及びホテルの所有者を交

えたパブリック・コンサルテーションを行い、あらゆる問題を避けなければならない。 

 

6.8.2 緩和策の検討 

代替案の適用が困難な場合、設計、施工、運用の三つの段階における緩和策を検討するこ

とが提言される。 

 

(1) 詳細設計段階 

この段階においては、住民参加を事業実施計画の中の一つに位置付ける必要があり、以下

が含まれる。 

i. 事業決定及び詳細設計実施方針の策定プロセスにおける住民協議を通した地域コミュ

ニティー、地域のリーダー、NGO 等の参加 

ii. 地域コミュニティーとの対話の枠組みの構築 

iii. 以下の上水道に係る住民意識の向上活動： 

 事業内容の共有 

 水及び公衆衛生 

 個別接続及び上水道サービスの利用 

 節水 

 環境影響緩和 

 

(2) 施工段階 

この段階においては、工事に係る施工業者との契約及び契約項目の中に緩和策の実施を含

めることが提言される。理由としては以下のとおり。 
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i. 緩和策の実施は施工監理の一つに含まれるべきであるため 

ii. 緩和策の実施に要するコストは施工業者の入札価格に影響するため 

iii. 緩和策の実施は施工業者の責任によるところが大きいため 

 

 

事業が環境社会配慮面に及ぼす潜在的な脅威と影響に対し、提言される緩和策は以下のと

おり。 

1) 用地取得： 

施設の建設候補地については、公有地から選定されることが望ましい。建設候補地の

選定に係る解決策として私有地以外に選択肢がない場合は、貧困層の生活や地域財産へ

の影響を可能な限り緩和するため、住宅地から離れた敷地を選定すると共に、農地目的

で使用されている土地は避けるべきである。最も理想的な事業計画とするためには、私

有地の取得を避け、管渠は、既存道路網及び道路境界線の範囲に納まるものとなるよう、

計画しなくてはならない。既存道路に沿った管渠とならない箇所については、施設の建

設候補地の選定に係る上述の方針に従って緩和策を策定する必要がある。 

2) 住民移転： 

管渠の埋設工事により、既存の建造物が影響を受ける箇所では、地域住民に必要な情

報の提供が行われると共に、適宜、住民参加を可能にすることが重要である。道路境界

線が環境面の影響を受けやすい敷地もしくはそれに近接した敷地を横切る箇所では、施

工業者との契約において、地域環境への影響を避けるための対策の実施、及び工事以前

の状態への原状復帰を義務付けることが重要である。 

3) 建設資材の採取及び貯留 

施工業者は正規登録業者から資機材を調達する責任を負う。不正な資材の調達は厳格

に禁じなくてはならない。同時に、資機材置場は、許認可機関により認可された、合法

的な場所でなくてはならない。地域環境への影響を緩和するため、資機材の調達及び貯

留を適切に管理する必要があり、施工業者には、計画された緩和策を実行する責任があ

る。 

4) 切土・盛土・コンクリート工事 

施工業者は、コンクリートの打設、洗剤を用いた資機材及び型枠の洗浄の際、必要に

応じて自然環境へ放流する前に保護シートや専用の貯水池の設置による排水処理を行う

ことによって、地域の地下水への汚染を避けなければならない。  
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5) 資機材の運搬 

潜在的な環境影響を緩和するため、大規模な工事を伴う建設候補地は、住宅地、環境

保護地域、農耕エリアを避けるよう配慮する必要がある。いずれの場合も、施工業者は、

工事車両を頻繁にチェックすると共に、住宅地、学校、大学への影響を避けるような運

搬ルートを計画する等、粉塵や騒音を防止するためのあらゆる方策を講じなければなら

ない。さらに、交通安全に係るあらゆる事故や問題を避けるため、必要に応じて、工事

車両の運転手に対し特別な研修を実施する等、施工業者から必要な確約を取る必要があ

る。  

 

(3) 運用段階 

本段階において、十分な緩和策が適用されるためには以下が必要である。 

i. 詳細設計（D/D）への反映 

ii. 住民及び従業員への意識向上活動 

iii. 実施機関に対する研修及び能力強化
1
 

 

事業が環境社会配慮面に及ぼす潜在的な脅威と影響に対し、提言される緩和策は、以下の

とおり。 

1) 上水供給量の増加に伴い想定される一般的な問題 

 海水淡水化プラントの従業員に対し、事故を防止するための危険物の取り扱い及び施

設の円滑な運営のための適切な研修が必要である。 

 上水道の分配方法については、地域間格差が生じないようにすると共に、不適切な開

発プロセスとならないよう、公平かつ社会福祉を重視したものでなくてはならない。  

 上水道料金については、最貧困層の意見を含めたあらゆる層の人々の意見が考慮され

るよう、適切なコンサルテーションを通して設定されなければならない。 

 

2) 海水淡水化プラント 

 排水による汚染 

脱塩後の排水に含まれる塩分及びミネラル分については、もともと海水に由来する

ものである。かかる排水を海に放流した場合も、排水口からの放流後、海水によっ

                                                        
1
 住民意識向上活動、研修計画、能力強化計画等の詳細計画の具体的な策定については、別途、調

査が必要。 
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て速やかに塩分が希釈されるよう排水管計画を行うことにより、環境への重大な影

響は避けることができる。 

 

 薬品、固形・液体廃棄物 

様々な施設から生じる固形廃棄物については、それが有害物質ではなくかつ廃棄物

に係る基準を満たしている場合は、正規の処分場として認定されている自治体のご

み処理場に廃棄することができる。有害な廃液もしくは廃棄物が生じる場合は、最

終処分場に廃棄する前の段階において、許認可された業者もしくは機関により、適

切に取り扱い、処理されなければならない。全ての施設から生じるあらゆる廃棄物

は適切に回収され、適切な処分場に廃棄されなくてはならない。 

 近隣への影響 

海水淡水化プラントの建設用地については、住宅地や住民の生活エリアから離れた

場所に選定されなくてはならない。さらに、施設運転時においては、近隣に与える

過度な騒音や迷惑等を避けるため、適切な対策を施さなければならない。 

 

6.9 モニタリング計画 

環境管理に係る重要な項目として、環境モニタリングが挙げられる。環境モニタリングに

ついては、二つの要素を持っている。一義的かつ基本的には、緩和策を適切に実施する上で

法令が遵守されているかモニタリングを行うものである。これは上述の管理業務に含まれる

ものであり、一般的に多くのモニタリング計画において重要視されているものである。  

環境モニタリングの要素として次に挙げられるのが、環境影響に係るモニタリングである。

環境影響に係るモニタリングの最も重要な目的は、実施された環境影響に係る緩和策によっ

て、想定された影響が実際に効果的に緩和されているかどうか、実証するものである。本モ

ニタリングを行うことにより、もし、当初設定された緩和策が効果的でないことが明らかに

なった場合は、緩和策の修正を行わなければならない。 

 

6.9.1 国際協力銀行ガイドラインに示されたモニタリング方針 

カテゴリ A 及び B の事業について、JICA は国際協力銀行ガイドラインに基づき事業が実

施されているかどうか確認を行うため、施工及び運用の段階を通して環境配慮面及び社会配

慮面の一定の項目について、モニタリング行う。モニタリングに必要な情報は、事業に関わ

るカーボヴェルデ共和国政府及び実施機関から適切な方法により JICA に提出されなければ

ならない。 

第三者等から、環境社会配慮が十分ではない、との具体的な指摘があった場合、必要に応
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じて JICA は、プロジェクトの関係機関等に対し、適切な対策の実施や環境社会配慮の実施

状況を確認するための調査を申し入れる場合がある。また、必要に応じ、JICA が環境社会配

慮の実施状況等について確認を行うことがある。 

環境モニタリングの実施には、EIA の実施を担う観光・産業・エネルギー省（MTIE）の他、

ELECTRA や SAAS、また、本事業の実施に並行して設立が検討されている新事業体及び

INGRH や ARE 等の監督機関が含まれる。事業者は、提供するサービスについて、監督機関

が規定する手続きや基準に則っているか確認する必要がある。また、事業者は自身の製品（上

水）をモニタリングしなければならない。他方、監督機関については、 全ての手続きや基準

が遵守されているかどうか検査できる組織体制でなければならない。また、監督機関は国レ

ベルと同様に地方レベルの開発にも密接に関与し、必要であれば、新たな基準等を策定する

ことが可能な組織体制でなくてはならない。  

 

6.9.2 モニタリング計画に係る提言 

事業が環境面に及ぼす影響のモニタリングは、カーボヴェルデ共和国側の環境モニタリン

グ計画の一つとして実施されるべきものである。また、様々なモニタリング項目についての

参照基準を得るためには、影響地域だけでなく被影響地域についてもモニタリングを行うこ

とが重要である。 

施工段階及び運用段階におけるモニタリング計画については、以下の項目を含める必要が

ある。 

1) 環境配慮面： 

海水、地下水、及び海水淡水化プラント・飲料水供給源・消費者の家庭における水道水

の水質に関連する生物的、物理化学的な検査項目のモニタリング 

 

2) 社会配慮面： 

上水道施設の運営に係る社会配慮面のモニタリングについては、以下が含まれる。 

i. 上水道システムへの接続者数 

ii. 消費者の上水道使用料 

iii. 公衆衛生（水因性疾病、下痢等の患者数） 

 

提言されるモニタリング計画（案）の枠組みについては、次表のとおり。 
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表 6.8-1：モニタリング計画（案） 

1) 環境配慮面 

実施時期 モニタリング項目 方法/頻度 実施主体 

EIA 承認条件の遵守状況及び定期的なモ

ニタリングレポートの提出 
定期モニタリン

グレポート 

観光・産業・ｴﾈﾙｷﾞｰ省（MTIE）
（本体コンサルタント） 
DGA が指定する監査機関

詳細設計段階 

施設設計（特に新規貯水池、ポンプ場）

における保護地域の遵守状況 
設計監理 
定例会議 

MTIE 
（本体コンサルタント） 

EIA 承認条件の遵守状況及び定期的なモ

ニタリングレポートの提出 
定期モニタリン

グレポート 

MTIE 
（本体コンサルタント） 
DGA が指定する監査機関

建設資材の採取及び貯留に係る法令の遵

守状況 
施工管理 
定例会議 

MTIE 
（本体コンサルタント） 

施工業者 

切土・盛土・コンクリート工事に係る粉

塵対策、残土処理、排水処理等 
施工管理 
定例会議 

MTIE 
（本体コンサルタント） 

施工業者、郡役所 

施工段階 

資機材の運搬に係る粉塵対策、騒音対策、

安全対策（搬出入ルート、時間等） 
施工管理 
定例会議 

MTIE 
（本体コンサルタント） 
施工業者、郡役所、警察 

EIA 承認条件の遵守状況及び定期的なモ

ニタリングレポートの提出 
定期モニタリン

グレポート 
MTIE 

DGA が指定する監査機関

飲料水の水質（水質基準の策定） 
検査項目例：表 2.5-5 月報／毎月 

新規事業体 
保健省等が指定する 
第三者検査機関 

地下水（井水）の水質 
検査項目例：表 2.5-7 月報／毎月 

INGRH 
保健省等が指定する 
第三者検査機関 

海水淡水化プラント排水の水質（排水基

準の策定） 
検査項目例：表 2.5-8 

月報／毎月 DGA が指定する 
第三者検査機関 

海水淡水化プラント周辺の海水の水質

（環境基準の策定） 
検査項目例：表 2.5-8 

月報／毎月 DGA が指定する 
第三者検査機関 

運用段階 

廃棄物管理 月報／毎月 新規事業体 
郡役所 

出所:JICA 調査団 
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2) 社会配慮面 

実施時期 モニタリング項目 方法/頻度 実施主体 

EIA 承認条件の遵守状況及び定期的なモ

ニタリングレポートの提出 
定期モニタリン

グレポート 

観光・産業・ｴﾈﾙｷﾞｰ省（MTIE）
（本体コンサルタント） 
DGA が指定する監査機関

パブリック・コンサルテーションの実施

状況 適宜 MTIE 
（本体コンサルタント） 

施設設計（特に管渠の線形設計）におけ

る道路境界線（RoW）の遵守状況 
設計監理 
定例会議 

MTIE 
（本体コンサルタント） 

非自発的住民移転及び用地取得を避けた

施設設計（特に新規貯水池、ポンプ場）

の状況 

設計監理 
定例会議 

MTIE 
（本体コンサルタント） 

詳細設計段階 

海水淡水化プラントの騒音軽減措置 設計承認時 MTIE 
（本体コンサルタント） 

EIA 承認条件の遵守状況及び定期的なモ

ニタリングレポートの提出 
定期モニタリン

グレポート 

MTIE 
（本体コンサルタント） 
DGA が指定する監査機関

道路境界線（RoW）を遵守した施工状況

の確認 
施工管理 
定例会議 

MTIE 
（本体コンサルタント） 

施工業者 

非自発的住民移転及び用地取得の実施状

況（補償含む）の確認 半期ごと 
MTIE 

（本体コンサルタント） 
施工業者 

施工段階 

投機的な不動産売買の監視 適宜 郡役所 

EIA 承認条件の遵守状況及び定期的なモ

ニタリングレポートの提出 
定期モニタリン

グレポート 
MTIE 

DGA が指定する監査機関

上水道システムへの接続者数 年報／毎年 新規事業体 

上水道供給時間／日 月報／毎月 新規事業体 

上水道使用量 月報／毎月 新規事業体 

水因性疾病の患者数 統計資料／毎年 保健省 

水道料金（貧困層に配慮した水道料金の

設定） 料金改定時 新規事業体 
ARE 

運用段階 

周辺地価の上昇 統計資料／毎年 郡役所 

出所:JICA 調査団 
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第７章 結論 

7.1 結論 

この最終報告書は、カーボヴェルデ共和国経済・成長・競争力省（略称 MEGC）、現在

の観光・産業・エネルギー省（略称 MTIE）の要請と協力によって作成された。2009 年 10

月から 2010 年 12 月にかけて、日本国内での調査・検討およびカーボヴェルデ共和国での

現地調査・検討を経て作成された。 

海水淡水化による上水道整備プロジェクトは島の北部、島の南部、あるいは全島で実施

する場合において技術的にも、環境影響面でも、また財務検討からも健全であった。 

国（島）レベルの便益を考慮した経済分析（EIRR 算出）を実施した。EIRR は 19.2%と

算出され、これらの便益に資するプロジェクトであることが判明した。 

以下に最終報告書の詳細を述べる。 

 

(1) 2020 年の飲料水需要の予測 

プロジェクト完成目標年である 2020 年のサンチャゴ島の人口は、プログレスレポート

時点では、37 万 566 人と予測されていたが、最新の国家統計（Nacional de Estatistics, INE）

によれば、35 万 5,319 人と予測されている。都市部と地方の比率も、前者では「60:40」と

予測されていたが、後者では「66:34」とされている。 

従って、飲料水消費も推測しなおし、表 7.1-1 のようにまとめた。 

表 7.1-1：飲料水の消費量 

 都市部 

（ﾘｯﾄﾙ/日/人） 

地方部 

（ﾘｯﾄﾙ/日/人） 

公共配水接続あり 150 80 

公共配水接続なし 50 50 

ホテル利用者（観光客） 300 300 

出所：JICA 調査団 

 

2020 年の人口、1 人当たりの水消費量、そして各郡の飲料水の日常消費量の予測は、季

節的な人口の変動性を考慮せず推測されている。海外からの観光客の消費率はピーク期で

全体の 40％を占めるため、産業的な用途も検討し、各郡政府のヒアリング調査を行った。 

結果として、上水道システム整備事業準備調査では、同島の 1 日当たりの最大需要量は

56,229 m3 と設定した。 
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(2) F/S プロジェクトの飲料水生産能力 

F/S プロジェクトの水生産能力設定は以下の手順で検討・議論された。 

- 2020 年の全島飲料水需要量:        56,229 m3/日 (約 55,000 m3/日) 

- 2010 年現在の海水淡水化による水生産量:  5,000 m3/日（プライア） 

- 計画が確実な拡張施設からの水生産量:    5,000 m3/日（スペイン援助、プライア） 

- 計画が確実な施設からの水生産量:    5,000 m3/日（世界銀行援助、プライア） 

- 全体需要に必要な追加生産量:          40,000 m3/日  

(= 55,000 m3/日 – 5,000 m3/日/x 3 施設) 

上記の生産能力から、既設の 1 日生産量 500 m3 と 1,200 m3 の小規模な海水淡水化施設分

は除外している。また、民間主導で計画中の海水淡水化プロジェクトも、不確実性がある

ため除外している。 

 

(3) 水質分析 

水質分析は本調査団監督の下、サンチャゴ島内にある研究所、Inpharma 社への再委託に

よって実施された。対象試料水その分析結果は以下の通り： 

a) プライアとサンタクルーズにある既設海水淡水化施設で生産される飲料水 

- 概ね、飲料水としての許容範囲内、もしくはそれに近い水質である。 

- プライアでは塩化物とボロン含有量が WHO 基準をやや上回っている。 

b) プライアとサンタクルーズにある既設海水淡水化施設用の海洋地下水 

- 懸念事項なし。 

c) 水供給対象予定地域の地下水 

- 飲料水として、ほぼ許容レベル内である。 

- 硝酸、大腸菌数、硬度については、更なる調査が必要。 

d) 将来の海水淡水化施設建設候補地周辺の海水 

- RO 技術による淡水化ついて懸念事項はなし。 

- 海分濃度はやや高めである。 

- RO 技術を適用するためには、通常の前処理が必要である。 

- 分析結果は、本調査における海水淡水化施設の設計に使用される。 
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(4) 土質調査 

土質調査は本調査団監督の下、ポルトガルの企業、Tecnasol 社が実施した。結果は以下

の通りである。  

a) 3 箇所のボーリングテスト 

b) 試堀孔の１つは海水淡水化設備の建設候補予定地である、パルマレージョの

ELECTRA 社敷地内に掘られた。他の 2 つはカルヘタで掘られ、その内 1 つは

海水淡水化設備の建設候補予定地である。 

c) 土質の特徴を捉え、候補となっている送水管沿いのサンプルを取るため、20 の

ピットが試掘された。 

d) 地盤強度を測定するため、動的テストが実施された。 

e) 4 箇所の土サンプルを採取し、土壌の腐食性、水素イオン濃度、嵩密度、硫化

物、水分を分析した。 

コメントとして 

1) 送水管にダクタイルと HDPE を採用することに懸念事項はない。 

2) 岩や砂利が混ざっていることから、地盤強度「強（良）」と判定される。 

3) 詳細設計の際は、別途岩や砂利の圧搾試験が必要となる。 

4) 送水管を敷設した後の埋め戻し強度確保ため、表面を保護する砂材が必要とな

る。 
 

(5) 海水淡水化施設から生産される飲料水の水質 

カーボヴェルデ共和国では、厚生省が草稿しているとはいえ、水質基準はまだ設けられ

ていない。従って、本調査では、WHO のガイドライン第 3 刷版（2008 年）に準ずることに

した。 

 

(6) 上水道システムのための地下水利用について 

プロジェクト投資金額の削減、飲料水中のボロン濃度減少、飲料水の水質向上といった

観点から、地下水利用が調査・研究され、議論された。しかし「淡水化水のネットワーク

が完璧に構築された後は、地下水を農業用水として使用する」というカーボヴェルデ共和

国政府の方針から、地下水利用は行わないとの結論となった。 

 

(7) 上水道システム整備基本計画 

プログレスレポートでは 3 つの案（ケース 1～3）が提案・協議された。その後、ケース
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2 と 3 に修正を加えたケース 4（図 7.1-1 参照）が、主に上水道サービス、及び運転と維持

管理の柔軟性という観点から提案・協議された。カーボヴェルデ共和国政府と JICA 調査団

の慎重な議論の結果、第三回ステアリングコミッティにて、ケース 4 を F/S の対象システム

とすることで合意した。 

CABO VERDE - Water Supply System of Santiago Island

Altitude levels are indicative
Pumps location and reservoirs locations are indicative

PRAIA

Tarrafal

Cidade Velha,
Palmarejo

Porto Mosquito

Santa Cruz,
Pedra Badejo

Sao Miguel,
Calheta

Sao Salvador do Mundo,
Picos

Sao Lourenco

Assomada

15,000m3/d

500m3/d

20,000m3/d 

20,000m3/d 

R5000

R1000

transmission 

pumping station

existing desalination plant

F/S Project desalination plant

Existing reservoir

F/S Project reservoir 

Future connection (Option)

Achada Ponta

Sao Domingos

Ribeira Chiquero

R600
R600

R7000

R2000

R3000

R1000

R2000

R5000

R200
110m

150m

60m

320m

450m

220m

420m

600m

200m

120m

220m

R5000

120m

Santa Catarina,

Ribeira Grande

 

出所：JICA 調査団 

図 7.1-1：F/S プロジェクトの概念図（ケース 4） 
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(8) 海水淡水化施設 

2 箇所の海水淡水化施設の設計を行った。 

設計には、システムの説明、物質収支、フローシート図作成、機器リスト（主な仕様を

含む）作成、概要配置図、詳細配置図の作成が含まれる。 

この設計結果に基いて、資本的経費(CAPEX)と運転経費(OPEX)を推算した。 

 

(9) 送水施設 

送水施設の設計を行った。 

設計には、サンチアゴ島地図上に展開する全システム図の作成、システムの説明、フロ

ーシート図作成、ポンプ･送水管・貯水槽のリスト（主な仕様を含む）、ポンプステーショ

ンの事例図、貯水槽の事例図が含まれる。 

この設計結果に基いて、資本的経費(CAPEX)と運転経費(OPEX)を推算した。 

 

(10) 経済性検討 

水道料金を 5 米ドル/m3設定した場合の財務内部収益率（FIRR）を算出しその結果を表

7.1-2 に示した。 

表 7.1-2：基準ケースにおける FIRR 

プロジェクト S1 S2 N1 N2 

生産水量（m3/日） 15,000 5,000 15,000 5,000 
販売水量（m3/日） 13,500 3,000 13,000 5,000 
必要総事業金額 （百万ドル） 72.0 26.0 77.6 32.7 
   設備建設費 （百万ドル） 68.0 25.0 74.0 31.0 
   その他 （百万ドル） 4.0 1.0 2.6 1.7 
売上高 （百万ドル/年） 24.6 5.5 23.7 9.1 
売上原価 （百万ドル/年） 11.5 3.7 13.6 3.6 
売上総利益 （百万ドル/年） 13.1 1.8 10.1 5.5 
税引き前 FIRR （％） 16.2    2.9 10.9 14.7  
税引き後 FIRR （％） 13.6    2.5 9.2 12.4 
裨益人口 （万人） 6.7 2.9 11.6 5.3 
裨益人口計：26.5 万人 

出所：JICA 調査団 

 

S1 が最も FIRR が高く、その次に N2、そして N1、S2 が順に続く。 

国（島）レベルの便益として上水運搬労働からの解放、飲料地下水を農業利用に転換す
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ることによる農業の活性化、上水環境改良に衛生状態の改善を考慮した経済分析（EIRR 算

出）を実施した。EIRR は 19.2%と算出され、これらの便益に資するプロジェクトであるこ

とが判明した。 

 

(11) 実施計画 

施設建設計画とプロジェクト実施スケジュールが、システム設計と現地調査に基づき、

作成された。 

施設建設上の懸念材料はない。 

全長が長い送水管建設計画を、効果的で無駄のないよう実施するため、建設チームは複

数となるだろう。 

 

(12) プロジェクトリスク 

重大なリスクは見られない。 

送水管建設、電力供給、そして海洋地下水は、中度技術リスクになろう。 

維持運営が、中度のリスクになりうるが、適正な対応によって回避できよう。 

 

(13) 運営と維持計画 

島全域の上水道事業を包括して、運営・管理・監督する機関は存在していない。 

上水道事業の現状とプロジェクト環境を考慮し、プロジェクト完成当初の移行期と将来

の運営・維持システムを提案・推奨している。 

移行期では、2 つの上水道システムが、島の南部・北部に整備されるとしている。将来

的には、各郡政府が共同参画した国営企業が、南部・北部の上水道システムを包括的に管

理・監督することとなるだろう。 

 

(14) 環境初期調査 

JBIC のガイドライン（2002 年 4 月版）とカーボヴェルデ共和国政府の法律に則り、2009

年 10 月から 2010 年 7 月にかけて、F/S プロジェクトの初期環境調査（IEE）が実施された。

2010 年 5 月に地域の環境管理に関わるステークホルダーを交え、プライア市で開催した「郡

環境問題協議会」の協議結果に基づき、一般的に想定される影響について評価を行った。

その結果、一般的な環境管理の方策については、各郡が策定する郡開発計画及びそれに含

まれる郡環境管理計画に記載されていることから、事業と環境との調和を図るためには、

案件形成、IEE 及び EIA を通じ、まずは同計画を参照すべきである、との結論を得た。 
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(15) 資金計画 

この調査報告書は、日本の政府開発援助（ODA）の融資機関に対する判断材料である。

その日本政府融資機関は、ODA 中長期計画に沿って、カーボヴェルデ共和国の経済的且つ

社会的発展を支援するためにある。 

またこのプロジェクトの特性から、本邦技術活用条件（STEP）の適用が期待されよう。 

カーボヴェルデ共和国は STEP 受け入れを表明している。 

 

7.2 今後の計画 

カーボヴェルデ共和国政府が今後の展望のために実施すべき事項は以下の通りである： 

1) この最終報告書をよく吟味すること 

2) 日本の ODA による円借款を念頭に、資金調達について議論すること 

3) 環境影響評価を開始すること 

4) カーボヴェルデ共和国政府の方針と日本の ODA による円借款の方針を考慮し

た、プロジェクトの優先順位を選定すること 
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Minutes of Meeting (Kick-off Meeting) 
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